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１．件名 

  雑固体廃棄物焼却設備焼却運転作業 

 

２．適用範囲 

本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）新型転換炉

原型炉ふげん（以下「ふげん」という。）が実施する「雑固体廃棄物焼却設備焼却運転作業」の

発注に当たり当該作業固有の仕様を示すものである。 

本仕様書の他に、ふげん内で行う作業の一般事項について定めた「一般仕様書」に記載の内

容も適用される。なお、本仕様書の記載内容と一般仕様書の記載内容が重複し、内容に差異の

ある場合には本仕様書が優先するものとする。 

 

３．目的 

  本仕様書により実施する作業の目的は以下とする。 

  「ふげん」の放射性固体廃棄物処理作業のうち、雑固体廃棄物焼却設備焼却運転作業を目的

とする。 

 

４．作業内容（1回あたりの作業内容） 

４．１ 雑固体廃棄物焼却設備焼却運転作業（作業時間：17：00～20：00：焼却量：約 100㎏） 

 (1) 雑固体廃棄物焼却設備焼却運転作業【予定回数 58回】 

  添付資料－１に示す設備別操作手順書「雑固体廃棄物焼却設備（69系）」に基づき、可

燃廃棄物の焼却運転（焼却運転、シャットダウン運転、残燃運転、負圧維持運転、一次・

二次フィルタ逆洗等）を実施する。 

 

５．支給物件 

下記品目を機構の指定する地点より、供給可能な範囲で無償にて支給する。但し、事前に所

定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。また、支給地点から先の仮設備は、受注者が

準備するものとする。 

（1）作業用電力 

（2）作業用水、圧縮空気 

（3）その他機構が必要と認めたもの 

 

６．貸与物件 

下記品目を無償にて貸与する。但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。 

（1）ふげん内に設置されている荷役設備、工作機械等 

（2）管理区域内作業の場合、所定の作業衣類・保護具等 

（3）その他機構が必要と認めたもの 

 

７．一般仕様 

７．１ 納期 

   令和 9年 3月 31日 
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７．２ 作業期間 

   契約締結後～令和 9年 3月 31日 

 

７．３ 作業場所及び納入条件 

（１） 作業場所 

福井県敦賀市明神町 3番地 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

新型転換炉原型炉ふげん 廃棄物処理建屋 

（２） 納入条件 

  該当なし。 

（３） 部分使用または部分引渡し 

① 部分使用 

該当なし。 

② 部分引渡し 

該当なし。 

 

７．４ 監督箇所 

福井県敦賀市明神町３番地 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 施設管理課 

 

７．５ 検収 

第 4．1項に示す作業の実施及び第 7．2(1)第 3表で要求する品質マネジメントシステムに

関係する図書のうち、作業報告書（実績工程含む）の提出をもって検収とする。 

 

７．６ 保証 

第８項に定める技術仕様を満足すること。 

 

７．７ 作業管理関係図書の提出 

受注者は、以下に示す文書を定められた時期に監督個所に提出しなければならない。 

（1）一般仕様書に定める文書 

（2）第 1表で提出を要求する文書 

 

７．８ 知的財産権、産業財産権 

該当なし。 

 

７．９ 秘密保持 

受注者及び作業員は、本契約において知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 
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７．１０ 安全管理 

（1）一般安全管理 

① 受注者は作業の施工にあたり「労働安全衛生法」、その他関連法規及び機構の定めた

諸規則並びに機構監督員の指示事項を受注者の作業員に周知徹底させ、安全衛生の確保

に万全を期さなければならない。なお、安全管理上必要な対策は、すべて受注者の負担

とする。 

② 原子力安全の観点から、火気・足場等の使用、標示、養生、清浄度管理、廃棄物処理

等については、機構で規則（一般労働安全統一規則及び防火管理規則等）を定めている

ため監督箇所の指示に従わなければならない。 

（2）放射線管理 

原子力安全の観点から、管理区域内作業については、「協力会社放射線作業管理手順書」

に定める内容を遵守しなければならない。また、作業場所各々で放射線管理の方法が異なる

（放射線区域レベルに応じて管理方法が異なる）ため、監督箇所の指示に従わなければなら

ない。なお、呼吸保護具を使用する場合には、体内への放射性物質の取り込み防止対策とし

て、呼吸保護具の着脱スペースの確保、取り外し手順や体制について明確にすること。 

（3）化学設備について 

該当なし。 

（4）リスクアセスメントの実施 

該当なし。 

（5）石綿作業管理 

該当なし。 

（6）ヒューム、粉塵管理 

該当なし。 

（7）切断工具等の使用に関する管理 

該当なし。 

（8）振動工具(コンクリートブレーカ等)の使用に関する管理 

該当なし。 

  (9) 高所作業管理 

    該当なし。 

（10）火気の管理 

本作業の実施に当たり、火気使用又は火花等発生のおそれのある作業を行う場合は、消防

法及び関係条例等を遵守するとともに、機構が定め別途提示する「防火管理規則」に従い火

災の発生防止を考慮した手順を作成し作業管理を徹底すること。また、火災検知器の誤動作

防止の措置を講じること。 

(11) 環境配慮 

  受注者は、機構が実施する環境配慮活動に協力すること。受注者は、管理区域内への資

材の搬入に際しては梱包を取り外す等して環境配慮に努め、不要な放射性廃棄物の発生低

減を努めること。 

 

 

 



5 

７．１１ グリーン購入法の推進 

（1）本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）

に適用する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、これを採用するものと

する。 

（2）本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める

「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

７．１２ 協議 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場

合は監督箇所と協議の上、その決定に従うものとする｡ 

 

８．技術仕様 

８．１ 設計、製作、検査および試験等に関する技術的要求事項 

（１） 適用法令・規格・基準 

本件の実施に当たり、第 2表「遵守すべき関係法令等」に示す適用法令、規格、基準

に該当する作業を実施する場合は、これを遵守すること。 

（２） 受注者の作業範囲 

受注者の作業範囲は、第 4 項「作業内容」の記載事項とし、詳細については、第 7．

13項「現地作業における要求事項」に示す内容とする。また、作業に必要な工具、資材

等（本仕様書に定める機構からの支給・貸与物は除く）については原則として受注者が

準備すること。 

（３） 作業要領書 

該当なし。 

（４） 検査要領書 

    該当なし。 

（５） 設計開発 

    該当なし。 

（６） 材料証明書 

    該当なし。 

（７） 特殊材料 

    該当なし。 

（８） 特殊材料証明書 

     該当なし。 

 

８．２ 文書に関する要求事項 

（１） 品質マネジメントシステムに関係する図書の提出 

受注者は、品質マネジメントシステムに関係する図書として、第 3表で提出を要求す

るものについて定められた時期に監督個所に提出しなければならない。 

 

（２） 文書の確認 

要求した品質マネジメントシステムに関係する文書のうち、作業（製作・施行・点検
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等）要領書、製作・施工図、試験検査要領書等納入物の品質に直接影響を与える恐れの

ある文書については、内容について事前に監督箇所の確認を得るものとする。確認方法

については、受注者が提出した文書に受領印を押印して返却するものとする。 

 

８．３ 記録に関する要求事項 

受注者は、品質マネジメントシステムに関係する記録として、第 3表で提出を要求す

るものについて、あらかじめ定められた時期に監督箇所に提出しなければならない。 

 

８．４ 立入調査に関する要求事項 

   該当なし。 

 

８．５ 受注者の下請負先の管理に関する要求事項 

（１） 下請先の調達製品管理のプロセス 

該当なし。 

 

（２） 下請負先の確認 

該当なし。 
 

８．６ 要員の資格に関する要求事項 

該当なし。 

 

８．７ 安全文化醸成活動に関する要求事項 

該当なし。 

 

８．８ 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

該当なし。 

 

８．９ 不適合報告に関する要求事項 

（1）不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。 

（2）受注者は、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合は、文

書により速やかに機構へその状況を報告するとともに、不適合箇所あるいは不適合物品

を適切な方法で識別すること。不適合の発生報告に当たっては、報告すべき不適合の範

囲・内容等を機構から文書により通知するため、その内容に従うこと。 

（3）受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、機構の確認を得た

後に速やかに実施すること。是正処置の立案に当たっては、処置の範囲・内容等を機構

から文書により通知するため、その内容に従うこと。 

（4）受注者は、是正処置及び再発防止対策等を実施した後、速やかにその結果を機構に文書

により報告すること。 

(5) 上述不適合発生時の報告等の対応について作業要領書に記載すること。 

 

８．１０ 調達製品の検証のための検査、受注者の検査への立会い、記録確認等に関する

要求事項 
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監督箇所が調達製品の検証に当たり、現場確認又は運転日誌等により第 3項に示す現地

作業が実施されていることを確認する。 

 

８．１１ 受注先で検証を実施する場合の要求事項 

   該当なし。 

 

８．１２ 保安に関係する技術情報の共有に関する要求事項 

   該当なし。 

 

８．１３ 現地作業における要求事項 

（1）本作業の施工に当たっては、一般仕様書及び本仕様書に記載された事項を遵守するとと

もに、常に最新の技術慣行に従い責任をもって施工し、契約期間内に完了させなければ

ならない。なお、作業は特別な場合を除き原則として、土曜日・日曜日は計画しないこ

と。 

(2) 本仕様書に記載のない事項であっても、施工上当然必要と認められる事項については、

監督箇所の指示に従い供給者の負担により施工しなければならない。 

(3) ふげん内の作業に当たっては、機構の「一般労働安全統一規則」に記載された事項を遵

守すること。 

   

８．１４ 個人の信頼性確認制度への対応 

   該当なし。 

 

８．１５ 原子力規制検査への対応 

    該当なし。 

 

 ８．１６ 特記事項 

 (1)実際の発注数量に、増減が発生した場合でも異議を申し立てないこととする。 
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第１表 提出図書リスト（品質マネジメントシステムに関係しない図書） 

提出図書 提出 
要否 

提出 
部数 提出時期 

請
負
決
定
後 

１ 着工届（注１） × １ 着手前 

２ 現場代理人届（注１） × １ 着手前 

３ 主任技術者届（注１） × １ 着手前 

４ 現場作業責任者届（注１） × １ 着手前 

５ 安全衛生責任者届（注１） × １ 着手前 

６ 放射線管理責任者届（注４） × １ 着手前 

７ 委任又は下請負等の承認について（注１） × １ 着手前 

８ 作業員名簿 

入所時教育→要（注１）（注２） × 

１ 着手前 

入所時教育→否（注１） × 

９ 受注者が行う許認可の写し × １ 着手前 

10 
ATR 安全衛生協議会規約に定める書類、安全衛生
組織図（注１）（注３） × １ 規約に定める期限 

11 作業日報（注１） × １ 毎日 

12 作業実績（注１） × １ 翌日 

13 その他機構が必要と認めた書類 〇  その都度 

作
業
完
了
後 

１ 完工届（注１） × １ 完了後速やかに 

２ ATR 安全衛生協議会規約に定める書類（注１） × １ 規約に定める期限 

３ その他機構が必要と認めた書類 〇  その都度 

（凡例 ○：要、×：否） 

注１：書式については機構担当者に申し出ること。 

注２：教育訓練手順書（FQM622-02)に定める入所時教育実施対象者については、同手順書

に定める様式「作業員名簿」を提出すること。 

注３：構内での作業がある場合は、必ず提出すること。 
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第２表 遵守すべき関係法令等 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令 【適用】 

研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（原子力委員会規則第４号） 【適用】 

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（原子力規制委
員会規則第 10号） 

 

研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管
理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（原子力規制委員会規則
第 12号） 

 

電気事業法及び同法の関係法令  

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令（通産省令第 62号）  

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（通産省令第 51 号）及び同技術基準
の細目を定める告示（告示 479号） 

 

電気設備に関する技術基準を定める省令（通産省令第 52号） 【適用】 

建築基準法及び同法関係法令、規則  

放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律及び同法の関係法令 【適用】 

計量法及び同法の関係法令  

消防法及び同法の関係法令（危険物の規制に関する政令・規則等） 【適用】 

敦賀美方消防組合火災予防条例及び同施行規則 【適用】 

高圧ガス保安法及び同法の関係法令（一般高圧ガス保安規則、冷凍保安規則等）  

労働安全衛生法及び同施行令 【適用】 

ボイラー及び圧力容器安全規則  

クレーン等安全規則  

有機溶剤中毒予防規則  

酸素欠乏症防止規則  

毒物及び劇物取締法及び同施行令、規則  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令（大気汚染防止法、水質汚濁

防止法等） 
 

ダイオキシン類対策特別措置法及び同施行令、規則  

電波法及び同施行令、規則  

道路交通法及び同施行令、規則  

航空法及び同施行令、規則  

森林法及び同施行令、規則  

自然公園法及び同法の関係法令  

港湾法及び同施行令、規則  

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） 【適用】 

福井県条例、敦賀市条例  

原子力安全協定  

日本工業規格（ＪＩＳ）、電気学会 電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ）、日本電機工
業会規格（ＪＥＭ）、日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針及び技術規
程（ＪＥＡＧ・ＪＥＡＣ）、日本機械学会（ＪＳＭＥ） 

【適用】 

その他、関連するもの（ＪＡＥＡ規則、労働安全衛生統一ルール等）  
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第３表  提出図書リスト（品質マネジメントシステムに関係する図書） 

提出図書 

提
出
要
否 

提出
部数 

確認
申請
要否 

重要度 
ｸﾗｽ表
記要否 

提出時期 

請
負
決
定
後 

1 提出図書一覧表 （注１） 〇 １ × ○ 契約後速やかに 

2 全体工程表 （注２） 〇 １ ○ ○ 契約後速やかに 

3 品質保証計画書 （注３） 〇 １ × × 契約後速やかに 

4 現地作業工程表 〇 １ × × 着手前（注６） 

5 作業（製作・施工・点検等）要領書 × ３ ○ ○ 着手前（注６） 

6 
設備図書（設計管理図書・製作図・施
工図・運転手順書等） 

× ３ ○ ○ 
着手前（注６）（注
８） 

7 活線・充電部近傍作業手順書 × ３ ○ ○ 着手前（注６） 

8 体制表 × １ × × 着手前 

9 有資格者認定届 （注７）（注９） × １ ○ ○ 着手前 

10 試験検査要領書 （注４） × ３ ○ ○ 試験検査前(注６) 

11 作業期間中の教育実績 × １ × × その都度 

12 材料証明書 × １ × × その都度 

13 出荷許可書 × １ × × その都度 

14 出荷検査の合格書 × １ × × その都度 

15 放射線作業管理計画書（注９） × １ × × 
協力会社放射線作業
管理手順書に定め
る期限 

16 
その他機構が必要と認めた書類(注
５) 

〇  必要に応じ その都度 

作
業
完
了
後 

1 放射線作業管理総合報告書（注９） × １ × × 
協力会社放射線作業
管理手順書に定め
る期限 

2 作業報告書(実績工程含む) 〇 ２ × × 納期まで 

3 完成図書（注８） × ２ × × 納期まで 

4 検査成績書（注 10） × ２ × × 納期まで 

5 記録写真（必要に応じ） × ２ × × 納期まで 

6 
その他機構が必要と認めた書類（注
５） 

〇  必要に応じ その都度 

（凡例 ○：要、×：否） 
注１：①要求した提出図書のうち、機構による確認を必要とする図書名称を全て網羅するとともに、製作・施工図は図面毎に

名称を具体的に記載すること。 

②様式は、受注者様式で可。内容は添付サンプル様式の項目を網羅すること。 
③本図書リストと図書名が異なる場合には、図書名称に（ ）書き等で対象を明確にすること。 
④図書名称等の記載内容を変更する場合には、予め改訂し提出すること。 

⑤図書提出の都度及び最終図書提出時に全図書の提出日を記載し提出すること。 
注２：契約締結日、工事着手日（工場と現地を区別）、主な試験・検査日、工事完了日（完工日）、契約完了日を記載すること。

なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。 

注３：品質保証計画書が提出できない場合（社内限りの文書等）は、当該契約に係る品質保証体制（検査員の独立性等）、文
書化、測定器（トレーサビリティ）、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。 

注４：作業要領書に含めることも可とする。ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。 

注５：内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。 
注６：当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。 
注７：「資格・認定者届」とは、機構が要求した資格または納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作

業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。 
注８：請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。 
注９：書式については、機構担当者に申し出ること。 

注１０：作業報告書に含めることも可とする。ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。 
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１．一般事項 

１．１ 適用範囲 

本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）新型転

換炉原型炉ふげん（以下「ふげん」という。）における請負作業等に係る一般事項を示した

ものである。 

ふげんにおける請負作業等においては、作業個々でその内容が異なるため、個別の仕様書

（以下「技術仕様書」という。）でその内容を定める。 

また、技術仕様書の記載内容が、本仕様書と重複し内容に差異のある場合には技術仕様書

を優先するものとする。 

なお、発注に際しこれらの仕様書以外に仕様を定めた書類がある場合においても、上記と

同様に優先するものとする。 
 

１．２ 適用又は準拠すべき法令等 

（１） 受注者は、請負契約に基づいて行う全ての作業に関し、適用又は準拠する全ての法令・

規格・基準等（以下「適用法令等」という。）を遵守しなければならない。 

（２） 受注者は、作業に必要な許認可のうち、機構が行うものと受注者が行うものを明確に

し、必要な時期までに確実に手続きを行わなければならない。なお、受注者が行う許認可

については、その写しをその都度機構に提出するものとする。 

（３） 受注者は、作業の実施に当たり、適用法令等、本仕様書及び「技術仕様書」に定めのな

い事項並びに適用法令等の改訂が見込まれている場合、機構と別途協議を行うものとす

る。 

（４） 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は「協力会社放射線作業管理手順書（FQM714-

02）」を遵守しなければならない。 
 

１．３ 図書の提出 

受注者は、作業の実施に当たり必要な図書を遺漏なく機構に提出しなければならない。提

出を必要とする図書の一覧を第１表「提出図書リスト」に示す。提出の要否については、技

術仕様書による。なお、書式については、機構担当者に申し出ること。 

 

２．請負一般 

２．１ 作業完了及び責任 

受注者は、作業の実施に当たり、契約書の定めるところに従い、本仕様書、「技術仕様

書」及び合議事項等に基づいて責任を持って誠実に作業を実施し、これを完了しなければな

らない。 
 

２．２ 安全の確保 

受注者は、作業の実施に当たり安全確保について自らの責任において実施し、労働安全衛

生法等の適用法令を準拠するとともに、労働安全衛生統一ルール等の拠点規則を遵守するこ

と。また、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害の絶無を期さなければならない。 
 

２．３ 事故及び災害等の防止 

受注者は、作業の実施に当たり、事故及び災害等を生じさせないように十分注意するとと

もに、作業目的、機構の所有する設備及び第三者に損害を及ぼすことのないよう責任を持っ
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て万全の予防措置を講じなければならない。 

２．４ 事故発生時の連絡報告義務 

受注者は、作業の実施に当たり、火災や交通災害等の事故が発生した場合の連絡箇所、連

絡方法などを予め定めておくものとする。 

なお、事故及び異常が発生した場合には、①施設運用業務区域（管理区域及び運転業務に

直接関係する建物及びその周辺）にあっては中央制御室当直長に、②一般業務区域（施設運

用業務区域外のふげん構内全般及びその周辺）にあっては通常勤務時間内は施設保安課長、

通常勤務時間外（休祭日を含む。）は警備所に速やかに連絡し、その指示に従うものとす

る。 
 

２．５ 構内、防護区域等における入退域及び物品、車両等の搬出入 

受注者は、構内、防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域における入退域、並びに物

品、車両等の搬出入に当たって、機構所定の手続きを遵守すること。 
 

３．作業管理 

３．１ 受注者の作業管理 

（１） 受注者は、作業の実施に当たり、作業を安全かつ確実に実施するため、責任と権限の所

在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。 

（２） 総括責任者 

  ① 請負契約による作業等について、自社作業員への指示や規律の維持、業務管理を含めた

一切の事項を処理するものとする。 

  ② 「作業責任者等認定制度の運用要領」（OSH-6-2-4）の適用を受ける作業等において、総

括責任者の職務は、当該要領第３条第１項第２号によるものとする。 

（３） 現場代理人 

① 受注者は、作業の実施に当たり、現場代理人を選任し、機構に届け出るものとする。 

② 現場代理人は、作業現場に常駐し、作業現場の取締り、その他作業に関する全ての事項

について責任を持って処理するものとする。 

（４） 現場作業責任者  

① 現場代理人は、現場代理人の業務を補佐させるため、作業単位毎に労働安全衛生法第６

０条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から現場作業責任者、必要に応

じ代務者を指名し、機構に届け出るとともに、作業現場に常駐させるものとする。なお、

職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。 

② 現場代理人は、「作業責任者等認定制度の運用要領」（OSH-6-2-4）の適用を受ける作業

においては、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認

定教育（協力会社）」を受講（年度毎に再教育）し、所長が認定した者の中から現場作業

責任者を指名するものとする。 

③ 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項に

ついて、責任を持って処理するものとする。 

④ 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確にわかる標章を

付けるものとする。 

 

 



3 

（５） その他 

作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者とする。また、資格を必要とする作

業については、有資格者を従事させるものとする。 
 

３．２ 作業の実施及び工程 

（１） 機構は、作業の実施に当たり、特に必要と認めたときは作業実施の条件、方法及び工程

を指示することができる。 

（２） 受注者は、作業の実施に先立ち、実施の条件、方法及び工程を明らかにした作業に関す

る計画図書を機構に提出し、確認を受けるものとする。この場合、工程については品質へ

影響を与えるような無理な工程になっていないことも確認を受けるものとする。 

（３） 前項の作業に関する計画図書の工程には、作業に必要な許認可、ホールドポイントも明

らかにしなければならない。 

（４） 受注者は、（２）項の作業に関する計画図書を変更する必要があるときは、遅滞なく機

構に届出し確認を受けるものとする。 
 

３．３ 他請負との関連 

受注者が行う作業期間中に、同一作業区域内又は近接地において他の作業が実施される場

合、受注者は他請負の実施者と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るよう協力しなけ

ればならない。 
 

４．品質管理 

４．１ 外注管理 

受注者は、重要な機器、資材又は作業の一部を外注する場合、外注先一覧表を機構に提出

すること。外注先の選定に当たっては、品質保証等の管理体制及び製品の製造実績、技術者

の配置状況等の技術的能力を確認すること。 

また、その外注先について機構が不適合と認めた場合、拒否できるものとする。 
 

４．２ 現地作業管理 

（１） 受注者は、現地作業実施に当たり予め作業計画書（作業要領注）、作業工程、品質管理要

領、安全管理要領等）を作成し、機構の確認を得た後に着手すること。 

注) 労働安全衛生統一ルール等安全に関する事項をステップごとに記載するとともに付帯作業（準 

備、廃棄物運搬、後片付け等）についても具体化すること。 

 また、変更を行う場合は変更による影響を評価し、機構の確認を得た後、文書により

その内容を関連箇所に周知徹底すること。 

（２） 受注者は、作業計画書等の内容を予め実際に作業を行う現場作業責任者等に周知徹底す

るとともに、より一層の作業の品質確保に努めること。 

（３） 受注者は、作業が計画どおり実施されていることをチェックシート等により確認すると

ともに、機構に報告し必要な確認を受けること。 

（４） 受注者は、作業員が必要な資格及び技能を有していることを確認すること。 

また、必要に応じ有資格者リストを機構に提出すること。 

（５） 受注者は、中高年齢者等の心身の条件に応じ、リスクの少ない業務への配置、休憩の確 

保等に配慮して作業管理を行うこと。 
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４．３ 現地物品管理 

（１） 受注者は、現地に持込み取り扱う物品について、製造者よりＳＤＳ（化学物質安全性デ

ータシート）の通知を受けている場合、その旨機構に通知すること。また取扱者が現場に

おいて閲覧できるよう措置を講じること。 

（２） 受注者は、物品管理について管理体制、方法を明確にし、物品の仕様照合、数量確認、

識別、保管等の管理を行うこと。またＳＤＳの通知を受けている物品の管理についてはそ

の内容に従うこと。 

（３） 物品の保管は、適切な環境及び養生のもとに行い、錆の発生、損傷及び劣化を防止する

よう努めること。 

（４） 物品の受入時には受入検査を行い、送付状との照合、外観・目視検査等を実施し、仕

様、数量及び保管場所等必要事項の確認並びに記録を行うこと。 

（５） 物品には管理票等の取付け等により、受入れから据付け終了までの間、随時現品確認が

できること。 

（６） 物品の払出し時には、その物品の用途、品名、形式、数量、外観状況等、使用条件に合

致していることを確認すること。 

（７） 重要な物品の梱包、輸送、保管については、予め要領書を定め機構に提出し、これに従

い実施すること。 

（８） 受入検査結果及び払出し時の検査結果について、主要なものは機構の確認を受けるこ

と。また、ＰＲＴＲ法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入、払出しを行う

場合は、受入、払出しの都度、仕様、数量を機構に通知すること。 
 

４．４ 公的規格が定められていない材料管理 

（１） 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証

明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認する

こと。 

（２） 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応

じ受注者が元データの確認を実施すること。 
 

４．５ 試験・検査管理 

（１） 受注者は、予め試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画

を作成し、機構の確認を受けこれに従い実施すること。 

（２） 受注者は、試験・検査の実施に当たり、予め要領書等を作成し、機構の確認を受けこれ

に従い実施すること。 

（３） 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、

記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。 

（４） 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させるこ

と。また、必要に応じ有資格者リストを機構に提出すること。 

（５） 試験・検査に使用する機器等の校正、調整、保管等について管理方法を明確にし、これ

に従い実施する。また、必要な校正記録等は機構に提出すること。 

（６） 試験・検査記録は速やかに機構に提出、報告し確認を受けること。なお、作業報告書提

出前に機構が必要となる記録については別途指示するので対応すること。 

（７） 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取
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り込むこと。 
 

４．６ 写真等の管理 

受注者は、作業の必要上写真、ビデオ映像等の撮影を行う場合には、次の事項を厳守する

こと。 

（１） 無許可で構内での写真、ビデオ映像等の撮影をしないこと。 

（２） 構内での写真、ビデオ映像等の撮影を行う場合は、機構所定の手続きにより、作業担当

課長経由で施設保安課長の許可を受け、機構から貸与された機材を使用すること。 

（３） 撮影には、必ず貸与された機材を使用し、個人所有の撮影機材（メモリを含む）等は使

用しないこと。 

（４） 撮影後は、必ず機材を作業担当課経由で施設保安課に返却し、施設保安課による撮影デ

ータの確認を受けること。 

（５） 確認を受けた映像記録情報等は、許可を受けた目的にのみ使用し、必要な範囲を超えて

複写複製を行わないこと。 

（６） 不要となった映像記録情報等は、機構に提出するか、受注者の責任において完全に消去

すること。 
 

４．７ 不適合管理 

（１） 不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立

しておくこと。 

（２）  不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。 

（３） 受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見され

た場合は、文書により速やかに機構へその状況を報告するとともに、不適合箇所あるいは

不適合物品を適切な方法で識別すること。不適合の発生報告に当たっては、報告すべき

不適合の範囲・内容等を機構から文書により通知するため、その内容に従うこと。 

（４） 受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、機構の確認を得た

後、速やかに実施すること。是正処置の立案に当たっては、処置の範囲・内容等を機構か

ら文書により通知するため、その内容に従うこと。 

（５） 受注者は、是正処置及び再発防止対策等を実施した後、速やかにその結果を機構に文書

により報告すること。 
 

４．８ 提出図書の管理 

（１） 受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備、保管するこ

と。 

（２） 提出図書は、正確かつ読みやすいものであること。 

（３） 提出図書は、ワープロ又は黒のボールペン等容易に消えない、劣化しない方法により作

成すること。 

（４） 機構が様式を指定する場合には、その様式を使用すること。 

（５） 機構が様式を指定する場合以外の提出図書は、識別及び容易に検索、利用できるように

するため、次の事項を明記すること。 

① 作成年月日 

② 表題 
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③ 識別番号（図書番号） 

④ 作成者所属 

⑤ 作成、審査及び承認者のサイン又は印 

（６） 検査成績書等現場で記載した提出図書は、転記ミスを防止するため、原紙を用いて報告

することを原則とする。なお、汚れ等により転記が必要な場合は、転記した者以外の者が

転記内容を確認するよう徹底する。 

（７） 提出図書の改訂は、改訂の内容、理由、日付、改訂番号を付し、再度責任を有する者が

審査及び承認を行わなければならない。 
 

４．９ 監査 

（１） 機構は、受注者の品質保証等の活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監

査を行うことができる。 

（２） 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保

証等の活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内

部規定等で定めていること。 

（３） 機構が受注者の調達先に対する品質保証等の活動状況の確認が不十分と認めた場合は、

直接調達先の品質保証等の調査をすることがあるため、受注者はこれに協力すること。 

（４） 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。 
 

４．１０ その他 

（１） 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用するこ

と。また、それらの機能及び精度を維持するための適切な点検及び取扱方法を定めておく

こと。 

（２） 受注者は、契約期間中において、契約締結前に機構に提出した「品質管理等調査票」等

の品質管理調査に関する事項に変更が生じた場合は、機構の契約担当箇所に申し出るこ

と。 
 

５．供給範囲 

５．１ 機構の供給範囲 

（１） 機構は、作業の実施に当たり、「技術仕様書」に定めるものを支給するものとする。そ

の他のものについては、機構が必要と認めた場合に限り支給又は貸与する。 

（２） 受注者は、支給品及び貸与品の使用について事前に届け出て、機構の確認を得るととも

に、機構の定める使用要領・規則等を遵守すること。 

（３） 受注者は、貸与品が使用済みになった場合、機構の指定する期日までに、受注者の負担

において、清掃・点検・手入れの上、所定の箇所に返却すること。 

なお、使用を許可した資材置場及び作業用地については、原状に復すること。 
 

５．２ 受注者の供給範囲 

（１） 受注者は、機構が特に指定するものを除き、請負契約に係る全ての資材及び役務を供給

するものとする。 

（２） 受注者は、調達先がある場合、調達先との間の責任を明確にしておくこと。 

（３） 受注者は、「技術仕様書」に特に指定のない事項であっても、次に示すような請負目的

を達成するために必要な役務は含まれるものとする。 
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① 請負 

ａ．作業に伴う工程管理、作業管理、安全管理、品質管理等の役務 

ｂ．作業用資材の保管及び搬出入 

ｃ．仮設備の設置（機器及び区域の養生、安全対策等） 

ｄ．試験・検査用機器、資材の供給及び手順、方法等の確立と実施 

ｅ．関連作業間の連絡調整 

ｆ．その他後片付け、清掃等の復旧作業 

② 試験等 

ａ．機構の行う試験・検査等に伴う検討、資料作成 

ｂ．機構の行う試験・検査 
 

６．作業の安全 

６．１ 基本方針 

受注者は、作業の実施に当たっての安全確保は自らの責任において実施し、災害防止につ

いて万全の対策を立て、円滑に作業を進めるものとする。 
 

６．２ 安全基本方針 

受注者は、作業の実施に当たって、予め以下に例示するような事項を記載した安全確保の

ための計画図書等を機構に提出し、確認を受けるものとする。 

（１） 安全管理の基本体制 

（２） 作業員の安全教育及び訓練 

（３） 安全施設及び装備 

（４） 工法及び工程に対する安全上の配慮 

（５） 事故発生時の連絡通報体制（緊急時連絡体制） 
 

６．３ 体制 

（１） 受注者は、作業の実施に当たり労働安全衛生法第６０条に基づく職長等安全衛生教育修

了者又は同等以上の者から安全衛生に関する責任者（以下「安全衛生責任者」という。）

を選任し、機構に届け出ること。なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以

上の者は職歴書を提出すること。 

（２） 安全衛生責任者は、作業現場に常駐し、請負全般について災害防止に必要な措置を講

じ、災害の防止に努めるものとする。 

（３） 安全衛生責任者は、作業現場において安全衛生責任者であることが明確にわかる標章を

付けるものとする。 
 

６．４ ＡＴＲ安全衛生協議会への加入及び書類の提出 

（１） 受注者は、作業中の労働安全衛生等の円滑な推進に資することを目的とした「ＡＴＲ安

全衛生協議会」に加入し、当協議会が定める書類を提出すること。 
 

７．試験・検査及び検収 

７．１ 試験・検査 

受注者は、本仕様書及び「技術仕様書」に定めるところにより、請負の試験・検査を実施

しなければならない。 
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７．２ 検収 

「技術仕様書」に定める検収条件を満足すること。 

 

８．教育・訓練 

受注者は、入所時等に作業者に対して作業安全上必要な入所時教育（以下「入所時教育」

という。）を実施するとともに「保安規定」に定める教育について、以下のとおり実施する

こと。 

８．１ 入所時教育対象者 

原子炉施設に関する作業を行う者 
 
 

８．２ 教育内容 

受注者は、機構が用意する「入所時教育資料」及びふげん拠点規則「労働安全衛生統一

ルール（OHS-15-2-2）」をテキストとして、以下の項目について各３０分以上教育するこ

と。なお、ふげん拠点規則「労働安全衛生統一ルール（OHS-15-2-2）」の教育の理解度確

認テストを実施し、合格基準の満点をとること。なお、合格に達するまで繰り返しテスト

を実施すること。 

（１） 作業上の留意事項、非常時の場合に講ずべき処置の概要 

（２） 労働安全衛生統一ルール 
 

８．３ 入所時教育を省略できる場合 

受注者は、以下の項目に該当すると認められた場合は、入所時教育を省略できる。ただ

し、（１）に該当する者については、８.２（２）を毎年度３０分以上教育する。 

（１） ふげんの業務に継続して従事している者 

（２） 入所する年度内において、最新版の教育資料を用いた教育を講師として実施した者 

（３） 入所する年度内において、最新版の教育資料を用いた教育を受講した者 
 

８．４ 講師について 

入所時教育の講師の要件は以下のとおりとする。 

（１） 原子炉施設に関する作業に従事して１年以上経過した者で、作業担当課長が認めた者 

（２） 労働安全衛生法に基づく職長教育を受講した者及びその者と同等又は同等以上の能力を

有していると作業担当課長が認めた者 
 

８．５ 機構職員の立会い 

必要に応じて、機構職員が教育現場の立会いを行う。 
 

８．６ テキストの貸し出し 

テキストとなる「入所時教育資料」は、作業担当課より貸与するため、申し出ること。 
 

８．７ 報告書の提出 

入所時教育が終了したときは、教育の理解状況及び労働安全衛生統一ルール遵守の同意を

確認して、教育訓練手順書（FQM622-02)に定める様式｢協力会社従業員入所時教育実施報告

及び確認記録｣及び「教育に係る同意書」に必要事項の記入及び必要書類を添付し、作業担

当課に提出すること。なお、様式については作業担当者に申し出ること。 
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８．８ 労働安全衛生統一ルールの違反時の措置 

受注者は、機構から作業者の違反について指摘された際は、直ちに作業を中止し、原因究 

明及び作業者全員に違反内容の周知をして再発防止を図り、機構からの指示のもと作業を再 

開する。 

 

９．守秘義務 

受注者及び作業員は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 
 

１０．グリーン購入法の推進 

（１） 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用する。 

（２） 本仕様書に定める提出図書（納入印刷物）においては、グリーン購入法に該当するため

その基準を満たしたものであること。 
 

１１．別途定める仕様書等 

（１） 「協力会社放射線作業管理手順書（FQM714-02）」 

（２） 「ＡＴＲ安全衛生協議会規約」 

以 上 
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第１表  提出図書リスト 
提出図書 提出時期 部数 

請
負
決
定
後 

1 提出図書一覧表 （注１） 契約後速やかに １ 

2 全体工程表 （注２） 契約後速やかに １ 

3 品質マネジメント計画書 （注３） 契約後速やかに １ 

4 現地作業工程表 着手前 １ 

5 作業（製作・施工・点検等）要領書 着手前（注６） ３ 

6 設備図書（設計管理図書・製作図・施工図・運転手順書等） 着手前（注６）（注８） ３ 

7 活線・充電部近傍作業手順書 着手前（注６） ３ 

8 委任又は下請負等の承認について（注１０） 着手前 １ 

9 着工届（注１０） 着手前 １ 

10 現場代理人届（注１０） 着手前 １ 

11 主任技術者届（注１０） 着手前 １ 

12 現場作業責任者届（注１０） 着手前 １ 

13 安全衛生責任者届（注１０） 着手前 １ 

14 放射線管理責任者届（注１０） 着手前 １ 

15 体制表 着手前 １ 

16 作業員名簿 
入所時教育→要(注９)（注１０） 

着手前 １ 
入所時教育→否（注１０） 

17 有資格者認定届 （注７）（注１０） 着手前 １ 

18 受注者が行う許認可の写し 着手前 １ 

19 試験検査要領書 （注４） 試験検査前(注６) ３ 

20 作業期間中の教育実績 その都度 １ 

21 材料証明書 その都度 １ 

22 出荷許可書 その都度 １ 

23 出荷検査の合格書 その都度 １ 

24 協力会社放射線作業管理手順書に定める書類（注１０） 仕様書に定める期限 １ 

25 ATR 安全衛生協議会規約に定める書類、安全衛生組織図（注１０） 規約に定める期限 １ 

26 作業日報（注１０） 毎日 １ 

27 作業実績（注１０） 翌日 １ 

28 その他機構が必要と認めた書類（注５） その都度  

作
業
完
了
後 

1 完工届（注１０） 完了後速やかに １ 

2 協力会社放射線作業管理手順書に定める書類（注１０） 仕様書に定める期限 １ 

3 ATR 安全衛生協議会規約に定める書類（注１０） 規約に定める期限 １ 

4 作業報告書(実績工程含む) 納期まで ２ 

5 完成図書（注８） 納期まで ２ 

6 検査成績書（注１１） 納期まで ２ 

7 記録写真（必要に応じ） 納期まで ２ 

8 その他機構が必要と認めた書類（注５） その都度  

注１：①要求した提出図書のうち、機構による確認を必要とする図書名称を全て網羅するとともに、製作・施工図は図面毎に名

称を具体的に記載すること。 

②様式は、受注者様式で可。内容は添付サンプル様式の項目を網羅すること。 
③本図書リストと図書名が異なる場合には、図書名称に（ ）書き等で対象を明確にすること。 
④図書名称等の記載内容を変更する場合には、予め改訂し提出すること。 

⑤図書提出の都度及び最終図書提出時に全図書の提出日を記載し提出すること。 
注２：契約締結日、工事着手日（工場と現地を区別）、主な試験・検査日、工事完了日（完工日）、契約完了日を記載すること。

なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。 

注３：品質マネジメント計画書が提出できない場合（社内限りの文書等）は、当該契約に係る品質保証体制（検査員の独立性等）、
文書化、測定器（トレーサビリティ）、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。 

注４：作業要領書に含めることも可とする。ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。 

注５：内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。 
注６：当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。 
注７：「資格・認定者届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に

必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。 
注８：請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。 
注９：機構担当者から受注者側に仕様書を提出する際、教育訓練手順書（FQM622-02)に定める入所時教育実施対象の協力会社従

業員と判断された場合は、同手順書に定める様式「作業員名簿」を提出すること。 
注１０：書式については、機構担当者に申し出ること。 
注１１：作業報告書に含めることも可とする。ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。 
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重

要

度 

 クラス２・３ 

 原子力施設 

 その他 

 

 

提出図書一覧表 

作成年月日：         

 

契約件名： 

(請求番号)： 
受注者名： 

図書番号： 

Rev: 

No 図書名称 図書番号 Rev 図書（決定）提出日 

１       ．  ． 

２       ．  ． 

３  
 

    ．  ． 

４       ．  ． 

５       ．  ． 

６       ．  ． 

７       ．  ． 

８       ．  ． 

       ．  ． 

 

サンプル 



新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

設備別操作手順書 

 雑固体廃棄物焼却設備（69系） 

新型転換炉原型炉ふげん 

（所管：施設管理課） 

管理外文書
添付資料-1

【抜粋】



新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-57

 2－1－4 焼却運転 

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

1 煙道内温度調節計(TIC69-03)の指示値 

が700℃以上で､一次フィルタ内温度調 

節計(TICS69-16)の指示値が600℃以上 

になったら熱分解室予熱バーナを停止 

する。 

(632) 

⑴ 熱分解室予熱バーナ燃料供給調節計

(RMC69-02)にて、熱分解室予熱バー

ナ燃料供給流量を3ℓ /hにする。

(632) 

⑵ 熱分解室予熱バーナCSを｢停止｣にし

下記の動作を確認及び操作する。

(632) 

⑶ 熱分解室予熱バーナ燃料遮断弁1

(PSV69-272)が自動で｢閉｣になること

を確認する。

(632) Ⓡ → Ⓖ

⑷ ｢熱分解室バーナ失火｣ANNの発生と

フレームアイ検出表示灯の消灯を

確認する｡

(632) ANN表示 点灯

Ⓡ 消灯

⑸ 熱分解室予熱バーナ燃料供給調節計

(RMC69-02)にて熱分解室予熱バーナ

燃料供給流量を0ℓ /hにする。

(632) 

⑹ 熱分解室予熱バーナ供給空気流量

調節計(FIC69-05)にてモードを

CASCADEからAUTOとしたのち、MAN

｢閉｣にする。

(632) 

2 一次フィルタに助剤を投入する。 一次フィルタ交換、逆洗を行っ 

た場合にのみ実施する。 

2-3-4 助剤投入 参照

    3 熱分解室予熱バーナ停止25分後、 

下記操作にて一次空気供給調節計 

(FICS69-12)のモードをAUTOから 

CASCADEにする。 

⑴ 一次空気供給流量調節計(FICS69-

12)にて、モードをMANにし一次空気

流調弁(AV69-110)を操作し、｢全閉｣

にする。

(632)
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-58

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

⑵ 一次空気供給流量調節計(FICS69-

12)のSET値を0N㎥/hにする。

(632) 

⑶ 一次空気供給流量調節計(FICS69-

12)のモードをAUTOにし、CASCADEに

する。

(632) 

4 下記調節計の状態を確認する。 (632) 

⑴ 二次空気供給流量調節計(FIC69-07)

のモード             「CASCADE」

(参考値) 200N㎥/h 

⑵ 一次空気供給流量調節計

(FICS69-12)のモード  「CASCADE」

(参考値) 0N㎥/h 

⑶ 還流ガス流量調節計(FIC69-13)の

モード  「CASCADE」 

(参考値) 100N㎥/h 

5 燃焼室予熱バーナ燃料供給調節計 

(RMC69-01)のモードをAUTOからMANに 

し、SETを40ℓ /hから0ℓ /hにする。 

(632) 

    6 熱分解室予熱バーナの停止30分後に、 

廃棄物を投入し焼却運転を開始する。 

初期投入はカート2つ分とする 

⑴ 以下の操作は投入室内操作盤にて

行う。

3F 投入室 

① 廃棄物の入った移動用カートを

カート反転機にセットする。

(76904)「引下端」､ 

「カート定位置」Ｗ 点灯 

カートの向きに注意すること。

② カート引上PBを「ON」にする。 (76904) 

「カート定位置 Ｗ 消灯、 

「引下端｣  Ｗ  消灯→「引上

端」Ｗ 点灯 

③ カート反転機反転PBを「ON」に

する。

(76904) 

｢復帰位置｣ Ｗ 消灯→｢反転位 

置｣ Ｗ 点灯 

④ カート反転機反転完了60秒後、

インフレートシールが作動した

ことを確認する。

(76904) インフレートシール 

「作動」Ｗ 点灯 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-59

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

⑵ 以下の操作は、焼却設備制御盤で行

う。

① モニターをCH2に切替え、動作を

確認しながら行うこと。

(632) 

② 廃棄物供給ゲートCSを「開」に

する。

(632) Ⓖ → Ⓡ

ゲート押さえが解放されて

開動作を開始する。

③ 反転機付スライドゲートCSを｢開｣

にする。

(632) Ⓖ → Ⓡ

ゲート押さえが解放されて

開動作を開始する。

④ 約10秒間、両ゲートを｢開｣状態に

する。

⑤ 廃棄物供給ゲートCSを「閉」に

する。

(632) Ⓡ → Ⓖ

閉動作が完了して

ゲート押さえが作動する。

⑥ 反転機付スライドゲートCSを｢閉｣

にする。

(632) Ⓡ → Ⓖ

閉動作が完了して

ゲート押さえが作動する。

⑶ 以下の操作は投入室内操作盤にて行

う。

3F 投入室 

① カート反転機復帰PBを「ON」に

する。

(76904) インフレートシール 

「作動」Ｗ 消灯、「反転位 

置」Ｗ 消灯→「復帰位置」 

Ｗ 点灯 

② カート引下PBを「ON」にする。 (76904)「引上端」Ｗ 消灯→ 

「引下端」Ｗ 点灯、 

「カート定位置」Ｗ 点灯 

③ 空になった移動用カートをカート

反転機から外す。

(76904)「カート定位置」 

Ｗ 消灯 

7 グラフィックパネルにて、廃棄物供給 

ゲート及び反転機付スライドゲートが 

｢閉｣にならない場合は下記操作をす 

る。 

ゲートでの廃棄物の噛み込みが 

考えられる。 

(632) Ⓡ → Ⓡ Ⓖ
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-60

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

① 焼却設備制御盤にて操作場所選択

COSを「中央」から「現場」にす

る。

(632) 

(76904) 

操作表示「操作可」Ｗ 点灯 

② 投入室内操作盤にて、スナップス

イッチを｢通常｣から｢メンテナン

ス」にする。

(76904)盤内 

③ 廃棄物供給ゲート｢開｣PBを長押し

する。
(76904)「閉端」Ｗ 消灯→ 

「開端」Ｗ 点灯 

ゲート押さえが解放されて 

開動作を開始する。 

④ 反転機付スライドゲート｢開｣PBを

長押しする。
(76904)「閉端」Ｗ 消灯→ 

「開端」Ｗ 点灯 

ゲート押さえが解放されて 

開動作を開始する。 

⑤ 約10秒間、両ゲートを｢開｣状態に

する。

⑥ 廃棄物供給ゲート｢閉｣PBを長押し

する。
(76904)「開端」Ｗ 消灯→ 

「閉端」Ｗ 点灯 

閉動作が完了してゲート押さえ 

が作動する。 

⑦ 反転機付スライドゲート｢閉｣PBを

長押しする。
(76904)「開端」Ｗ 消灯→ 

「閉端」Ｗ 点灯 

閉動作が完了してゲート押さえ 

が作動する。 

⑧ ゲートが｢閉｣にならない場合は上

記③～⑦の操作を 2～ 3回繰り返

す。

⑨ 投入室内操作盤にて、スナップス

イッチを｢メンテナンス｣から｢通

常」にする。

⑩ 焼却設備制御盤にて操作場所選択

COSを｢現場｣から｢中央｣にする。

2～3回操作を繰り返しても、ゲ

ートが｢閉｣にならない場合はリ

ミットの動作不良等が考えられ

るので､操作を中止し施設管理

課廃棄物管理チームに連絡す

る。

(76904)盤内 

(632) 

(76904) 

操作表示「操作可」Ｗ 消灯 

8 廃棄物投入CSを｢開始｣にする。 (632) 

動作確認は2-1-3予熱運転のス

テップ5の⑴の②と③を参照。 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-61

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

9 廃棄物投入動作が完了したら、投入ボ 

ックスパージライン用遮断弁COSを 

｢開｣とし、投入ボックスパージ系入口 

止弁(AV69-162)及び投入ボックスパー 

ジ系出口止弁1(AV69-163)の「開」を 

確認する。 

(632) AV69-162,163 Ⓖ → Ⓡ

10 廃棄物投入20分後、揺動パドルCOSを 

｢手動｣から｢自動｣ にする。 

自動モードでは揺動パドルの 

開閉は、温度記録計 1(TR69- 

01)の CH5「煙道内温度」で制

御され自動開閉する。

① 830℃以下は 25 秒間隔 

② 830～880℃間は  15 分間隔

③ 880℃以上は 開閉停止 

熱分解室圧力の偏差が 0.5kPa

となり、1 分以上経過し煙道内

温度が 880℃以下であれば、揺

動パドルが自動で開閉し偏差を

解消する操作が行われる。 

ただし、830℃以下の場合は上 

記動作は停止し25秒間隔で自動 

開閉する。 

ANN「熱分解室内偏差注意」 

11 煙道内温度調節計(TIC69-03)の指示値 

が800℃になったら、煙道内温度調節 

計(TIC69-03)のモードをMANからAUTO 

に切替え、一次空気供給流量調節計 

(FICS69-12)がCASCADE制御となること 

を確認する。 

(632) (参考値) 100N ㎥/h

一次空気供給流量調節計

(FIC69-12)がCASCADE制御時は

設定値が煙道内温度調節計

(TIC69-03)の出力により変化

する。

(参考) 5-4-1 煙道内温度制御

 系 

12 「煙道内温度 低」警報リセットを確認 

する。 

(632) ANN 表示 消灯

13 煙道内温度を監視し以下の操作を行 

う。 

⑴ 二次空気供給流量調節計(FIC69-07)

が、CASCADE制御にて流量が増減し

ていることを確認し、400N㎥/hに

なったらモードをCASCADEからAUTO

に切替える。

(632)  

二次空気供給流量調節計 

(FIC69-07)がCASCADE制御時は 

設定値が煙道内温度調節計 

(TIC69-03)の出力により変化 

する。 

(参考) 5-4-2 二次空気流量

制御系 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-62

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

⑵ 燃焼室予熱バーナ燃料供給調節計

(RMC69-01)にて燃焼室予熱バーナ

燃料流調弁(CV69-320)を操作し、

弁開度を9％にする。

(632) 

温度記録計 1(TR69-01)CH5 

「煙道内温度」が 880℃までに 

操作完了しないと燃焼室予熱 

バーナは自動停止する。 

尚、自動停止の場合は、燃焼室 

予熱バーナ CS を「停止」に 

すること。操作はゆっくり行う 

こと。 

14 燃焼室予熱バーナCSを「停止」にし、 

下記事項を確認及び操作する。 

(632) 

⑴ 燃焼室予熱バーナ燃料遮断弁1

(PSV69-321)が自動で｢閉｣になるこ

とを確認する。

(632) Ⓡ → Ⓖ

⑵ ｢燃焼室バーナ失火｣ANNの発生と、

フレームアイ検出表示灯の消灯を

確認する。

(632) ANN表示 点灯

(632) Ⓡ 消灯

⑶ 燃焼室予熱バーナ燃料供給調節計

(RMC69-01)にて、燃焼室予熱バーナ

燃料流調弁(CV69-320)を操作し、

MANで｢閉｣にする。

(632) 

⑷ 燃焼室予熱バーナ供給空気流量調節

計(FIC69-04)にてモードをCASCADE

からAUTOとした後、MANにし燃焼室予

熱バーナ空気流調弁(AV69-128)を操

作し、｢閉｣にする。

(632) 

⑸ バーナ警報スナップスイッチを｢入｣

から｢切｣にする。

(632)盤内

15 焼却運転中は煙道内温度調節計 

(TIC69-03)の指示値が880℃で安定する 

ように､次のことを監視し操作する。 

(632) 

⑴ 二次空気供給流量調節計(FIC69-07)

にて運転条件により400～600N㎥/h

に調節する。(二次空気供給流量の

限度は650N㎥/hとする。)

(632) 

操作はゆっくり行うこと。 

二次空気流量増加は煙道内温度 

低下、二次空気流量減少は煙道 

内温度上昇の要因となる。 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-63

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

⑵ 煙道内温度調節計(TIC69-03)の

指示値が、880℃以上または850℃

以下になったときは自動制御で下記

の操作が行われることを確認する。

(632) 

① 煙道内温度調節計(TIC69-03)に

て、CASCADE制御による一次空気

流量の増減が行われていること。

(632) 

一次空気流量増加は煙道内温度

上昇の要因となる。 

一次空気供給流量調節計 

(FIC69-12)がCASCADE制御時は 

設定値が煙道内温度調節計 

(TIC69-03)の出力により変化す 

る。 

(参考) 5-4-1 煙道内温度制御 

 系 

② 還流ガス流量調節計(FIC69-13)

にて、CASCADE制御による還流ガ

ス流量の増減が行われていること。

(632) 

還流ガス流量増加は煙道内温 

度上昇の要因となる。 

還流ガス流量調節計(FIC69-13) 

が CASCADE 制御時は設定値が煙 

道内温度調節計(TIC69-03)の出 

力により変化する。 

(参考) 5-4-3 還流ガス流量制 

御系 

⑶ ｢熱分解室内偏差注意｣が発生した場

合は下記事項を確認する。

(通常値) 0kPa 

(注意設定値) 0.5kPa+1分継続 

① 熱分解室圧力が煙道内圧力より

0.5kPa上昇後、1分継続で

｢熱分解室内偏差注意｣点灯

(632) 点灯中は廃棄物投入操作

は行わないこと｡

偏差とは、熱分解室上段･中段

にて廃棄物中の可燃性合成樹脂

が熱により半液化し、他の廃棄

物の隙間に入り込み仕切りのよ

うになり、ここを境として熱分

解室上段･中段と下段との間に

圧力差が発生することである。

② 差圧記録計 CH5 ｢熱分解室内圧力｣ (632) (通常値) -1.200kPa

③ 差圧記録計2 CH2｢煙道内圧力｣ (632) (通常値) -1.200kPa
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-64

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

④ 熱分解室圧力の偏差が0.5kPaとな

り､ 1分以上経過し煙道内温度が

880℃以下であれば、揺動パドルが

自動で開閉し､偏差を解消する操作

が行われる。

ただし、830℃以下の場合は上記動

作は停止し25秒間隔で自動開閉

する。

(632)｢熱分解室内偏差注意｣

Ｗ 消灯 確認

Ⓖ → Ⓡ(片側 ⓇまたはⒼ Ⓡ)

⑷ ｢排出ダクト低圧注意｣が発生し、

1分以上継続した場合は、下記の操作

を実施し排出ダクトパージを行う。

(通常値) 0.3kPa 

(注意設定値) -0.1kPa 

焼却炉燃焼室の圧力よりも排出 

ダクトの圧力が低くなった場合 

に発生する警報であり、焼却運 

転中の警報発生は排出ダクトに 

可燃性ガスが流入している可能 

性が考えられる。 

① パージ空気流量調節計(FIC69-30)

のSETを58N㎥/hから78N㎥/hに変更

した後、SET/ENTキーを押し流量が

安定することを確認する。

(632) 

② 排出ダクト流量調節計(RMC69-62)

にて排出ダクトパージ空気流量調

節弁(CV69-448)を「開」操作し、

排出ダクト圧力(差圧記録計2 CH3)

を確認しながら流量を20N㎥/hにす

る。

(632) 

(参考値) -1.10～-1.20kPa 

(参考値) 排出ダクト空気流量 

調節弁開度 

 60.0～65.0％「開」 

③ パージ開始より10分後、

排出ダクト流量調節計(RMC69-62)

にて排出ダクトパージ空気流量調

節弁(CV69-448)を「閉」にし、

流量が0N㎥/hになることを確認す

る。

(632) 

「排出ダクト低圧注意」Ｗ 

消灯確認 

④ パージ空気流量調節計(FIC69-30)

のSETを78N㎥/hから58N㎥/hに変更

後、SET/ENTキーを押し、

58N㎥/hで流量が安定することを

確認する。

(632)
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-65

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

16 二次空気供給流量が400N㎥/h、還流 

ガス供給流量が100N㎥/hで煙道内温度 

の上昇がなければ、ステップ17廃棄物 

投入操作(追加投入)に進む。 

(632) 

17 廃棄物投入操作 (追加投入) 

⑴ 「熱分解室廃棄物レベル高」Ⓡ消灯

及びANNの消灯を確認する。

(632) 

｢熱分解室内廃棄物レベル高｣ 

Ⓡ点灯及びANN点灯中は、

廃棄物投入操作は、行わない

こと｡

⑵ カート反転機に次のカートがセット

されていることをモニターカメラに

より確認する。

(632) 

⑶ 廃棄物を廃棄物投入ボックス内に

投入する。

ステップ6 参照

⑷ 廃棄物投入CSを「開始」にする。 動作確認は2-1-3 予熱運転の 

ステップ5の⑴ ②と③参照

⑸ 投入ボックスパージライン用遮断弁

を「閉」とし、下記弁が「閉」にな

ることを確認する。

(632) 

① 投入ボックスパージ系入口止弁

(AV69-162) 「閉」 

(632) Ⓡ → Ⓖ

② 投入ボックスパージ系出口止弁1

(AV69-163)  「閉」 

(632) Ⓡ → Ⓖ

⑹ ⑷の動作が完了したら投入ボックス

パージライン用遮断弁COSを「開」

とし、下記弁が開となることを確認

する。

(632) 

① 投入ボックスパージ系入口止弁

(AV69-162)     「開」 

(632) Ⓖ → Ⓡ

② 投入ボックスパージ系出口止弁1

(AV69-163)     「開」 

(632) Ⓖ → Ⓡ
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規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-66

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

18 煙道内温度調節計(TIC69-03)を監視 

し、880℃になるようにステップ15～ 

17を繰り返す｡ 

(632) 

19 最終廃棄物投入後、投入ボックスパー 

ジライン用遮断弁COSを「閉」とし、 

下記弁が「閉」になることを確認す 

る。 

(632) 

① 投入ボックスパージ系入口止弁

(AV69-162)     「閉」 

(632) Ⓡ → Ⓖ

② 投入ボックスパージ系出口止弁1

(AV69-163)     「閉」 

(632) Ⓡ → Ⓖ

20 最終廃棄物を熱分解室に投入後、 

下記条件で運転しても温度記録計1 

(TR69-01)のCH5「煙道内温度」が、 

800℃以下になるようであればシャッ 

トダウン運転に移行する。

(632)「煙道内温度 低」

ANN表示 点灯

⑴ 二次空気供給流量 : AUTO

400N㎥/h 

⑵ 還流ガス流量  : CASCADE 

 制御中 

(参考値) 100N㎥/h 

⑶ 一次空気供給流量 : CASCADE

 制御中 

(参考値) 100N㎥/h 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-67

 2－1－5 シャットダウン運転

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

1 運転モード切換COSを 

「シャットダウン」位置にする。 

(632) 

2 一次空気供給流量調節計(FICS69-12) 

のモードをCASCADEからAUTOにし、 

50N㎥/hに変更する。 

(632) 

3 煙道内温度調節計(TIC69-03)のモード 

をAUTOからMANにし「閉」にする。 

(632) 

4 煙道内温度調節計(TIC69-03)の指示値 

を監視し、温度上昇がなくなったら 

次のステップ5(空投入)に進む。 

(632) (参考値) 800℃以下

5  廃棄物投入CSを「開始」にする。 動作確認は2-1-3 予熱運転の 

ステップ5の⑴ ②と③参照

6  二次空気供給流量調節計(FIC69-07)の 

 設定値を400N㎥/hから300N㎥/hに変更 

 する。 

(632) 

7 シャットダウン運転中、下記条件で運

転し、かつ温度記録計1 CH5｢煙道内温

度｣が800℃以下になるようであれば、

残燃運転を開始する。

(632) 

⑴ 二次空気供給流量 ：AUTO 300N㎥/h

⑵ 還流ガス流量  ：CASCADE制御中 (参考値) 100N㎥/h 

⑶ 一次空気供給流量 ：AUTO 50N㎥/h
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-68

 2－1－6 残燃運転 

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

1 下記操作にて燃焼室予熱バーナを点火 

する。 

⑴ バーナ警報スナップスイッチを

「入」にする。

(632)盤内

⑵ 燃焼室予熱バーナ供給空気流量調節

計(FIC69-04)にてMANで｢全閉｣及び

SET 0N㎥/hを確認後、モードをAUTO

にしCASCADEにする。

(632) 

モードを MAN から CASCADE にす

るには一旦 AUTO にしないと

CASCADE にならない｡

⑶ 燃焼室予熱バーナ燃料供給調節計

(RMC69-01)にて燃焼室予熱バーナ燃

料流調弁(CV69-320)を操作し9%｢開｣

にする。

(632) 

⑷ 燃焼室予熱バーナCSを「点火」にす

る。

(632) 

① 1分50秒後LPGパイロットバーナが

自動点火し「燃焼室バーナ失火」

ANNが自動リセットする。

(632) ANN 表示 消灯

② 2分後(①より10秒後)燃焼室予熱

バーナ燃料遮断弁1(PSV69-321) が

自動で「開」になる。

(632) Ⓖ → Ⓡ

③ フレームアイ検出表示灯の点灯を

確認する｡

(632) Ⓡ 点灯

④ 燃焼室予熱バーナ燃料供給調節計

(RMC69-01)にて、燃焼室予熱バーナ

燃料供給流量の指示値が変動したこ

とを確認する。

(632) 

⑤ 燃焼室予熱バーナ供給空気流量調

節計(FIC69-04)にてCASCADE制御で

の燃焼室予熱バーナ供給空気流量

を確認する。

(632) 

⑥ 燃焼室予熱バーナ燃料供給調節計

(RMC69-01)にて燃焼室予熱バーナ

燃料流調弁(CV69-320)を調整｢開｣

にし、15ℓ /hにする。

(632)  

操作はゆっくり行うこと。 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-69

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

⑦ 燃焼室予熱バーナ供給空気流量調

節計(FIC69-04)がCASCADEにて制御

されていることを確認する。

(632) 

2 煙道内温度調節計(TIC69-03)の指示値 

を監視し、煙道内温度の上昇がない場 

合はステップ4の熱分解室予熱バーナ 

点火操作に進む。 

(632) 

煙道内温度が880℃まで上昇す 

る場合は、ステップ3の燃焼室 

予熱バーナ停止操作に進む。 

3 下記事項を確認及び操作する。 (632) 

⑴ 燃焼室予熱バーナ燃料供給調節計

(RMC69-01)にて燃焼室予熱バーナ

燃料流調弁(CV69-320)を操作し、弁

開度を9％にする。

(632) 

⑵ 燃焼室予熱バーナCSを｢停止｣にす

る。

(632) 

⑶ 燃焼室予熱バーナ燃料遮断弁1

(PSV69-321)が自動で｢閉｣になるこ

とを確認する。

(632) Ⓡ → Ⓖ

⑷ ｢燃焼室バーナ失火｣ANNとフレーム

アイ検出表示灯の消灯を確認する。

(632) ANN表示 点灯

Ⓡ 消灯

⑸ 燃焼室予熱バーナ燃料供給調節計

(RMC69-01)にて、燃焼室予熱バーナ

燃料流調弁(CV69-320)を操作し、

MANで｢閉｣にする。

(632) 

⑹ 燃焼室予熱バーナ供給空気流量調節

計(FIC69-04)にてモードをCASCADE

からAUTOとしたのち、MANにして

燃焼室予熱バーナ空気流調弁

(AV69-128)を｢閉｣にする。

(632) 

① 煙道内温度が830℃まで下降したら

燃焼室予熱バーナを点火する。

ステップ1 参照

② 燃焼室予熱バーナ燃料供給調節計

(RMC69-01)にて燃焼室予熱バーナ

燃料流調弁(CV69-320)を調整｢開｣

にし、15ℓ /hにする。

(632)  

操作はゆっくり行うこと。 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-70

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

③ 燃焼室予熱バーナ供給空気流量

調節計(FIC69-04)がCASCADEにて

制御されていることを確認する。

(632) 

④ ステップ1と3を繰り返し、燃焼室

予熱バーナが運転中でも煙道内温

度が780℃まで下降したら、ステッ

プ4の熱分解室予熱バーナ点火に進

む。

4 下記操作にて熱分解室予熱バーナを点 

火する。 

⑴ 熱分解室予熱バーナ供給空気流量調

節計(FIC69-05)にてMANで｢全閉｣を確

認後モードをAUTOにしCASCADEにす

る。

(632) 

⑵ 熱分解室予熱バーナCSを「点火」に

する。

(632) 

① 1分50秒後LPGパイロットバーナが

自動点火し「熱分解室バーナ失火」

ANNが自動リセットする。

(632) ANN表示 消灯

② 2分後(①より10秒後)熱分解室予熱

バーナ燃料遮断弁1(PSV69-272)が

自動で「開」になる。

(632) Ⓖ → Ⓡ

③ 熱分解室予熱バーナ燃料供給調節

計 (RMC69-02)にて、熱分解室予熱

バーナ燃料供給流量を1ℓ /hに調節

する。

(632) 

④ フレームアイ検出表示灯の点灯を

確認する。

(632) Ⓡ 点灯

⑤ 熱分解室予熱バーナ燃料供給調節

計(RMC69-02)にて、熱分解室予熱

バーナ燃料供給流量の指示値が変

動したことを確認する。

(632) 

⑥ 熱分解室予熱バーナ燃料供給調節

計(RMC69-02)にて燃料供給流量を

7ℓ /hの流量に調節する。

(632)  

操作はゆっくり行うこと。 

⑦ 熱分解室予熱バーナ供給空気流量

調節計(FIC69-05)がCASCADEにて制

御していることを確認する。

(632)
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-71

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

5 下記操作にて一次空気吹出しノズルパ 

ージを行う。 

⑴ 煙道内温度調節計(TIC69-03)の指示

値を監視し、煙道内温度の上昇が

なければ一次空気供給流量調節計

(FICS69-12)にてモードをAUTOから

MANに切替え一次空気流調弁(AV69-

110)を徐々に「全開」にし、SETを

0N㎥/hにする。

(632)  

流量記録計 (FR69-01) CH3にて

流量の確認を行う。 

但し、煙道内温度が880℃まで 

上昇する場合は、ステップ6の 

操作をする。 

⑵ 煙道内温度上昇がなければステップ

7に進む。

6 下記操作にて熱分解室予熱バーナを停 

止し、下記事項を確認及び操作する。 

(632) 

⑴ 熱分解室予熱バーナ燃料供給調節計

(RMC69-02)にて熱分解室予熱バーナ

燃料流調弁(CV69-290)を操作し、

3ℓ /hに変更する。

(632) 

⑵ 熱分解室予熱バーナCSを「停止」に

する。

(632) 

⑶ 熱分解室予熱バーナ燃料遮断弁1

(PSV69-272)が自動で｢閉｣になる

ことを確認する。

(632) Ⓡ → Ⓖ

⑷ ｢熱分解室バーナ失火｣ANNの発生と

フレームアイ検出表示灯の消灯を

確認する。

(632) ANN表示 点灯

Ⓡ 消灯

⑸ 熱分解室予熱バーナ燃料供給調節計

(RMC69-02)にて、MV値を0ℓ /hに

する。

(632) 

⑹ 熱分解室予熱バーナ供給空気流量

調節計(FIC69-05)にてモードを

CASCADEからAUTOとした後、MANにし

熱分解室予熱バーナ空気流調弁

(AV69-122)を操作し、｢閉｣にする。

(632) 

⑺ 燃焼室予熱バーナを停止する。 (632) ステップ 3 の⑴～⑹参照 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-72

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

⑻ 煙道内温度が830℃まで下降したら

燃焼室予熱バーナ及び熱分解室予熱

バーナを点火する。

(632) 

① 燃焼室予熱バーナの点火 (632) ステップ 1 参照

② 熱分解室予熱バーナの点火 (632) ステップ 4 参照

7 熱分解室予熱バーナ点火15分後に、 

煙道内温度が780℃以下、且つ煙道内 

酸素濃度が15％以上を確認しステップ 

8に進む。 

(632) 

温度記録計(TR69-1)CH5 

濃度記録計(O2RR69-1)CH2 

8 熱分解室予熱バーナを停止する。 ステップ6の⑴～⑹参照

9 燃焼室予熱バーナを停止する。 ステップ3の⑴～⑹参照

10 バーナ警報スナップスイッチを「切」 

にする。 

(632)盤内

11 下記操作にて油圧ユニットを停止す 

る。 

⑴ 揺動パドルが「閉」であることを確

認し揺動パドルCOSを「手動」にす

る。

(632) Ⓖ

⑵ 油圧ポンプCSを「停止」にする。 (632) 油圧ユニット Ⓡ → Ⓖ

｢油圧ポンプ出口圧力低｣ANN

(警報設定値) 5.5MPa

   12 下記操作にて燃料供給ポンプを停止 

する。 

⑴ 燃料供給ポンプCSを「停止」にす

る。

(632) Ⓡ → Ⓖ

｢燃料供給ポンプ吐出圧力低｣

ANN 

(警報設定値) 0.10MPa 

13 下記操作にてモニターカメラを停止す 

る。 

⑴ ITV装置切換制御器の主電源スナッ

プスイッチを「切」にする。

(632) 

⑵ カメラ選択PBを「OFF」にする。 (632)
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-73

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

14 下記弁を「閉」にする。 

⑴ 燃料タンク燃料出口止弁(V69-266) (燃料タンク室) 

⑵ LPGボンベ1～4元弁(V69-276～279)

及び、ボンベ自体の元弁。

(プロパンガスボンベ庫) 

LPGボンベ4本のうち2本を使用 

可能な状態となっている。 

15 温度記録計1(TR69-1)CH5にて、煙道内 

温度及び濃度記録計(O2RR69-01)CH1 

にて、煙道内酸素濃度を確認する。 

(632) 

(参考値) 煙道内温度 

780℃以下 

(参考値) 煙道内酸素濃度 

15%以上 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-74

 2－1－7 負圧維持運転 

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

1 運転モード切換COSを「負圧保持」に 

する。 

(632) 

2 一次フィルタ内温度調節計 

(TICS69-16)のモードがAUTOで｢全閉｣ 

になっていることを確認する｡ 

AUTO で｢全閉｣になっていない 

場合は MAN に切替え｢全閉｣に 

した後、AUTO にする。 

3 下記操作にて空気送風機A(B)を停止す 

る。 

⑴ 二次空気供給流量調節計(FIC69-07)

のモードをAUTOからMANに切替え、

SETを0N㎥/hに変更する。

(632) 

⑵ 空気送風機CSを「停止」にする。 (632) Ⓡ → Ⓖ

⑶ 停止した空気送風機A(B)の入口止弁

(AV69-106(AV69-107))が｢開｣のまま

であることを確認する。

(632) Ⓡ 点灯中

⑷ 空気送風機B(A)の入口止弁

(AV69-107(AV69-106))のスナップス

イッチを「開」にする。

(632)盤内

(632) Ⓖ → Ⓡ

⑸ 空気送風機A(B)の入口止弁

(AV69-106(AV69-107))のスナップス

イッチを「閉」、「自動」にする。

(632)盤内

(632) Ⓡ → Ⓖ

4 二次空気供給流量調節計(FIC69-07) 

にて、二次空気流調弁(AV69-112)を 

操作し、24%｢開｣にする。 

(632) 

5 一次空気供給流量調節計(FICS69-12) 

にて、一次空気流調弁(AV69-110)が 

｢全開｣になっていることを確認する。 

(632) 

6 下記操作にて還流ガス送風機極数を切 

替える。 

⑴ 還流ガス送風機流量調節計

(FIC69-13)のモードをCASCADEから

AUTOにしたのち、MANにする｡

(632) 

⑵ 還流ガス送風機極数切換COSを

｢低速｣にする。

(632) 高速Ⓡ → 低速Ⓡ
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-75

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

⑶ 還流ガス送風機流量調節計(FIC69-

13)にて還流ガス流調弁(AV69-37)を

操作し、50N㎥/hに流量変更後、

SET値を50N㎥/hにしAUTOに切替え

る。

(632) 

一次フィルタの差圧が高くて 

低速で流量が確保出来ない場合

は還流ガス送風機極数切換COS

を｢高速｣にし、SET 50N㎥/hと 

する。 

7 下記操作にて排風機回転制御計 

(RMC69-04)のモードを切替える。 

⑴ 熱分解室圧力調節計(PIC69-13)にて

系統圧力調整弁(AV69-3)の弁開度

が30～45％であることを確認する。

(632) 

排風機回転制御計が動作して 

いないこと。 

⑵ 排風機回転制御計(RMC69-04)のモー

ドをCASCADEからAUTOに切替える。

(632) 

8 下記操作にて熱分解室圧力を調節す 

る。 

⑴ 熱分解室圧力調節計(PIC69-13)に

て、モードをAUTOからMANに切替え

る。

(632) 

⑵ 排風機回転制御計(RMC69-04)にて、

熱分解室圧力が-0.9kPa程度になる

ように調節する。

(632) 

熱分解室圧力は、焼却運転停止 

による温度の低下により体積が 

減少し負圧が上昇することを見 

込んで-0.9kPaとしている。 

⑶ 系統圧力調整弁(AV69-3)を徐々に

「開」操作し、-1.2kPa程度に

調節する。 

(632) 

⑷ 系統圧力調整弁(AV69-3)が｢全開｣

で、熱分解室圧力が-0.9kPaで安定

するように上記⑵、⑶を繰り返す。

(632) 

(参考値) 

排風機回転数 35～40％ 

9 熱分解室圧力調節計(PIC69-13)の 

TI設定を30から150に変更した後、 

モードをMANからAUTOに切替える。

(632) 

10 下記操作にて排出ダクトパージを行 

う。 

10分以上実施すること。 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-76

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

⑴ パージ空気流量調節計(FIC69-30)の

SETを58N㎥/hから78N㎥/hに変更

した後、SET/ENTキーを押し78N㎥/h

で流量が安定することを確認する。

(632) 

⑵ 排出ダクト流量調節計(RMC69-62)

にて排出ダクトパージ空気流量調節

弁(CV69-448)を「開」操作し、排出

ダクト圧力を確認しながら流量を

20N㎥/hにする。

(632) 

(参考値) 

① 排出ダクト圧力

-1.10～-1.20kPa

② 排出ダクト空気流量調節弁

開度  60.0～65.0％「開」 

※排出ダクト圧力が0.20kPaと

なると､排出ダクトパージ空気

流量調節弁(CV69-448)が自動

「閉」となる。

⑶ パージ開始より10分後、排出ダクト

流量調節計(RMC69-62)にて排出ダク

トパージ空気流量調節弁(CV69-448)

を「閉」操作し、流量が0N㎥/hにな

ることを確認する。

(632) 

⑷ パージ空気流量調節計(FIC69-30)の

SETを78N㎥/hから58N㎥/hに変更した

後、SET/ENTキーを押し58N㎥/hで

流量が安定することを確認する。

(632) 

11 負圧維持運転の状態を確認する。 

⑴ 熱分解室圧力調節計(PIC69-13)の

モ ー ド が AUTO で SET-1.2kPa で 、

-0.9kPaに調整

(632) 

熱分解室圧力は焼却運転停止に

よる温度の低下により体積が 

減少し負圧が上昇することを 

見込んで-0.9kPaとしている。 

⑵ 混合器出口温度調節計(TIC69-18)の

モードがAUTOでSET 200℃

(632) 

⑶ 二次空気供給流量調節計(FIC69-07)

のモードがMANで24％「開」

(632) 

⑷ 一次空気供給流量調節計(FICS69-

12)のモードがMANで「全開」

(632)
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-77

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

⑸ 還流ガス流量調節計(FIC69-13)の

モードがAUTOでSET 50N㎥/h

(632)
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-101

 2－3  フィルタ関係の操作 

 2－3－1 一次フィルタ逆洗 

（前回の焼却運転時に一次フィルタ差圧が3.500kPa以上の場合に実施する。） 

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

1 負圧維持運転の状態を確認する。 一次フィルタ逆洗作業中は、 

サンプリングダストモニタを

監視すること。

⑴ 熱分解室圧力調節計(PIC69-13)の

モードがAUTOでSET -1.2kPa

(632) 

⑵ 混合器出口温度調節計(PIC69-13)

のモードがAUTOでSET 200℃

(632) 

⑶ 二次空気供給流量調節計(FIC69-07)

のモードがMANで24％「開」

(632) 

⑷ 一次空気供給流量調節計(FICS69-

12)のモードがMANで「全開」

(632) 

⑸ 還流ガス流量調節計(FIC69-13)の

モードがAUTOでSET 50N㎥/h

(632) 

2 操作選択キースイッチを「手動」から 

「点検」にする。 
(632) ｢手動運転中｣Ｗ 消灯 

「点検中」   Ｗ 点灯 

3 一次フィルタ用逆洗弁(AV69-135)CSを 

「閉」にする。 

(632) Ⓡ → Ⓖ

4  下記弁の状態を確認する。 

⑴ 一次フィルタ逆洗ライン止弁1

(AV69-10) COS  ｢自動｣ 

(632)盤内 Ⓖ

⑵ 一次フィルタ逆洗ライン止弁2

(AV69-11) COS  ｢自動｣ 

(632)盤内 Ⓖ

⑶ 一次フィルタ逆洗ライン止弁3

(AV69-136) COS  ｢自動｣ 

(632)盤内 Ⓖ

⑷ 燃焼室予熱バーナ雑用空気元弁

(AV69-205) COS  ｢自動｣ 

(632)盤内 Ⓡ

5 下記操作を行う。 

⑴ 熱分解室圧力調節計(PIC69-13)の

モードをAUTOからMANにする

(632)
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-102

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

⑵ 混合器出口温度調節計(TIC69-18)

にて、モードをAUTOからMANにし、

混合器冷却空気流調弁(AV69-102)

を「全閉」にする。

(632) 

⑶ 二次空気供給流量調節計(FIC69-07)

にて、二次空気流調弁(AV69-112)

をMAN24％｢開｣から｢全閉｣にする。

(632) 

⑷ 一次空気供給流量調節計(FICS69-

12)にて､ 一次空気流調弁(AV69-110)

をMAN｢全開｣から｢全閉｣にする。

(632) 

⑸還流ガス流量調節計(FIC69-13)にて

モードをAUTOからMANにし､還流ガス

流調弁(AV69-37)を｢全閉｣にする。

(632) 

還流ガス送風機が高速運転中 

の場合は、低速運転に切替後 

行うこと。 

高速運転から低速運転切替は 

2-1-7 負圧維持運転のステッ

プ6 参照

⑹ 負圧維持運転中に｢開｣弁中の空気送

風機入口止弁のスナップスイッチを

｢閉」位置にする。

(632)盤内

① A側の場合

a 空気送風機A入口止弁(AV69-106) 

「開」→「閉」 

(632) Ⓡ → Ⓖ

② B側の場合

a 空気送風機B入口止弁(AV69-107) 

「開」→「閉」 

(632) Ⓡ → Ⓖ

6 フィルタ切換モードCOSを「通常」

から「一次F逆洗」にする。

(632)  

一次フィルタ用逆洗弁 

(AV69-135)が閉弁であること 

を確認すること。 

7  確認PBを「入」にする。 (632)「一次フィルタ逆洗」

Ｗ 点灯 

8  一次フィルタ逆洗ライン止弁3 

(AV69-136)が「開」になることを確認 

する。 

(632) Ⓖ → Ⓡ
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-103

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

9 下記弁の状態を確認する。 

⑴ 一次フィルタ逆洗ライン止弁1

(AV69-10)COS  ｢自動｣ 

(632)盤内 Ⓖ → Ⓡ

⑵ 一次フィルタ逆洗ライン止弁2

(AV69-11)COS  ｢自動｣ 

(632)盤内 Ⓖ → Ⓡ

⑶ 一次フィルタ逆洗ライン止弁3

(AV69-136)COS  ｢自動｣ 

(632)盤内 Ⓖ → Ⓡ

⑷ 燃焼室予熱バーナ雑用空気元弁

(AV69-205)COS  ｢自動｣ 

(632)盤内 Ⓡ → Ⓖ

10 熱分解室圧力調節計(PIC69-13)を引き 

出し、系統圧力調整弁(AV69-3)をMV値

にて 50％「開」にし、熱分解圧力が 

-4.0kPaになるように、排風機回転制

御計(RMC69-04)にて調節する。

(632)「熱分解室圧力 低」

ANN

(警報設定値)-3.0kPa 

デジタル表示は熱分解室圧力 

調節計(PIC69-13)側面にあ 

る。 

11 下記操作にて逆洗操作を行う。 

⑴ 一次フィルタ用逆洗弁(AV69-135)

CSを「開」にする。

(632) Ⓖ → Ⓡ

現場にて衝撃音と振動が発生

するので注意すること。

⑵ 熱分解室圧力調節計(PIC69-13)に

て、系統圧力調整弁(AV69-3)を

「全閉」にする。 

(632) 

「焼却炉排出ダクト内圧力 

高」ANN 

(警報設定値) 0.0kPa 

「一次フィルタ取出ボックス 

内圧力 高」ANN 

(警報設定値) 0.0kPa 

「熱分解室圧力高」ANN 

 (警報設定値)  -0.2kPa 

⑶ 差圧記録計(dPRS69-1)CH5にて、

熱分解室圧力が-0.100kPaとなったら

一次フィルタ灰受パドルCSを｢開｣に

し3分間放置する。

(632) Ⓖ → Ⓡ

「熱分解室圧力 高高」ANN

(警報設定値) 0kPa 

⑷ 一次フィルタ灰受パドルCSを「閉」

にする。

(632) Ⓡ → Ⓖ

⑸ 一次フィルタ用逆洗弁(AV69-135)

CSを｢閉｣にする。

(632) Ⓡ → Ⓖ
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-104

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

⑹ 熱分解室圧力調節計(PIC69-13)にて

系統圧力調整弁(AV69-3)をMV値にて

50％「開」にし、熱分解室圧力が

-4.0kPa程度になったら、30秒間

放置し一回目の逆洗を終了する。

(632) 

「熱分解室圧力低」ANN 

(警報設定値)  -3.0kPa

⑺ 上記⑴～⑹の操作を3回行う。

12 フィルタ切換モードCOSを「一次F逆

洗」から「通常」にする。

(632)「一次フィルタ逆洗」

Ｗ 消灯 

13 下記の状態を確認する。 

⑴ 一次フィルタ逆洗ライン止弁1

(AV69-10)COS ｢自動｣ 

(632)盤内 Ⓡ → Ⓖ

⑵ 一次フィルタ逆洗ライン止弁2

(AV69-11)COS ｢自動｣ 

(632)盤内 Ⓡ → Ⓖ

⑶ 一次フィルタ逆洗ライン止弁3

(AV69-136)COS  ｢自動｣ 

(632)盤内 Ⓡ → Ⓖ

⑷ 燃焼室予熱バーナ雑用空気元弁

(AV69-205)COS  ｢自動｣ 

(632)盤内 Ⓖ → Ⓡ

14 一次フィルタ逆洗ライン止弁3 

(AV69-136)が「閉」になっていること 

を確認する。 

(632) Ⓖ

15 一次フィルタ用逆洗弁(AV69-135)CSを 

「開」にする。 

(632) Ⓖ → Ⓡ

16 下記操作を行う。 熱分解室圧力が-1.2kPaに 

なるように、その都度調節す 

ること。 

⑴ 混合器出口温度調節計(TIC69-18)

のモードをMANからAUTOにする。

(632) 

⑵ 二次空気供給流量調節計(FIC69-07)

にて、二次空気流調弁(AV69-112)を

24％「開」にする。

(632)
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-105

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

⑶ 一次空気供給流量調節計(FIC69-12)

にて、一次空気流調弁(AV69-110)を

「全開」にする。

(632) 

⑷ 還流ガス流量調節計(FIC69-13)

にて、還流ガス流調弁(AV69-37)を

操作し、50N㎥/hに流量調節後、

モードをAUTOにする。

(632) 

⑸ ステップ5で「閉」にした空気送風

機入口止弁を「開」にする。

(632)盤内

① A側の場合

a 空気送風機A入口止弁(AV69-106) 

スナップスイッチを「開」にす

る。

(632) Ⓖ → Ⓡ

② B側の場合

a 空気送風機B入口止弁(AV69-107) 

スナップスイッチを「開」にす

る。

(632) Ⓖ → Ⓡ

17 熱分解室圧力調節計(PIC69-13)にて 

MV値を25％前後にし、MANからAUTOで 

-1.2kPaになるように、排風機回転

制御計(RMC69-04)にて調節する。

(632) 

18 操作選択キースイッチを｢点検｣から 

｢手動｣にする。 
(632) ｢手動運転中｣Ｗ 点灯 

「点検中」   Ｗ 消灯 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-106

2－3－2 二次フィルタ逆洗 

(前回の焼却運転時に二次フィルタ差圧が3.500kPa以上の場合に実施する。) 

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

1 負圧維持運転の状態を確認する。 二次フィルタ逆洗作業中は、 

サンプリングダストモニタを

監視すること。

⑴ 熱分解室圧力調節計(PIC69-13)の

モードがAUTOでSET -1.2kPa

(632) 

⑵ 混合器出口温度調節計(TIC69-18)の

モードがAUTOでSET 200℃

(632) 

⑶ 二次空気供給流量調節計(FIC69-07)

のモードがMANで24％「開」

(632) 

⑷ 一次空気供給流量調節計(FICS69-2)

のモードがMANで「全開」

(632) 

⑸ 還流ガス流量調節計(FIC69-13)の

モードがAUTOでSET 50N㎥/h

(632) 

2  操作選択キースイッチを｢手動｣から 

｢点検｣にする。 
(632) ｢手動運転中｣Ｗ 消灯 

｢点検中｣  Ｗ 点灯 

3  下記操作を行う。 

⑴ 二次フィルタ用逆洗弁(AV69-200)CS

を｢閉｣にする。

(632) Ⓡ → Ⓖ

⑵ 燃焼室予熱バーナ雑用空気元弁

(AV69-205)COSを｢自動｣から｢閉｣に

する。

(632)盤内

⑶ 二次フィルタ逆洗ライン止弁2

(V69-74)を｢開｣にする。

2F 焼却処理室 

⑷ 二次フィルタ逆洗ライン止弁

(V69-47)を「開」にする。

2F 焼却処理室 

(632) Ⓖ → Ⓡ

    4  下記操作を行う。 熱分解室圧力が -1.2kPaにな

るように、その都度調節する

こと。 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-107

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

⑴ 混合器出口温度調節計(TIC69-18)に

て、モードをAUTOからMANにし、混

合器冷却空気流調弁(AV69-102)を

「全閉」にする。

(632) 

⑵ 二次空気供給流量調節計(FIC69-07)

にて、二次空気流調弁(AV69-112)

をMAN24％｢開｣から｢全閉｣にする。

(632) 

⑶ 一次空気供給流量調節計(FICS69-

12)にて、一次空気流調弁(AV69-110)

をMAN｢全開｣から｢全閉｣にする。

(632) 

⑷ 還流ガス流量調節計(FIC69-13)にて

モードをAUTOからMANにし､還流ガス

流調弁(AV69-37)を｢全閉｣にする。

(632) 

還流ガス送風機が高速運転中 

の場合は、低速運転に切替後 

行うこと。 

高速運転から低速運転切替は 

2-1-7 負圧維持運転の

ステップ6 参照

⑸ 負圧維持運転中に｢開｣弁中の空気送

風機入口止弁のスナップスイッチを

｢閉」位置にする。

(632)盤内

① A側の場合

a 空気送風機A入口止弁(AV69-106) 

「開」→「閉」 

(632) Ⓡ → Ⓖ

② B側の場合

a 空気送風機B入口止弁(AV69-107) 

「開」→「閉」 

(632) Ⓡ → Ⓖ

5 熱分解室圧力調節計(PIC69-13)を引き 

出し、モードをAUTOからMANにし系統

圧力調整弁 (AV69-3)を MV値にて 50％

｢開｣ にし熱分解室圧力が-4.0kPaにな

るように、排風機回転制御計 

(RMC69-04)にて調節する。 

(632)「熱分解室圧力 低」

ANN

(警報設定値) -3.0kPa 

デジタル表示は熱分解室圧力 

調節計(PIC69-13)側面にあ 

る。 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-108

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

6 下記操作にて逆洗操作を行う。 

⑴ 二次フィルタ用逆洗弁(AV69-200)CS

を「開」にする。

(632) Ⓖ → Ⓡ

現場にて衝撃音と振動が発生

するので注意すること。

⑵ 熱分解室圧力調節計(PIC69-13)に

て、系統圧力調整弁(AV69-3)を

「全閉」にする。

(632) 

「焼却炉排出ダクト内圧力 

高」ANN 

(警報設定値)  0.0kPa 

「一次フィルタ取出ボックス 

内圧力 高」ANN 

(警報設定値) 0.0kPa 

「熱分解室圧力 高」ANN 

(警報設定値) -0.2kPa 

⑵ 差圧記録計(dPRS69-1)CH5にて、

熱分解室圧力が-0.1kPaとなったら

3分間放置する。

(632) 

「熱分解室圧力 高高」ANN 

(警報設定値) 0.0kPa 

⑷ 二次フィルタ用逆洗弁(AV69-200)CS

を「閉」にする。

(632) Ⓡ → Ⓖ

⑸ 熱分解室圧力調節計(PIC69-13)にて

系統圧力調整弁(AV69-3)をMVにて

50％「開」にし、熱分解室圧力が

-4.0kPa程度になったら、30秒間

放置し一回目の逆洗を終了する。

(632)  

「熱分解室圧力 低」ANN 

(警報設定値) -3.0kPa 

⑹ 上記⑴～⑸の操作を3回行う。

7 下記操作を行う。 

⑴ 二次フィルタ逆洗ライン止弁2

(V69-74)を「閉」にする。

2F 焼却処理室 

⑵ 二次フィルタ逆洗ライン止弁

(V69-47)を「閉」にする。

2F 焼却処理室 

(632) Ⓡ → Ⓖ

⑶ 燃焼室予熱バーナ雑用空気元弁(AV

69-205)COS「閉」から｢自動｣にす

る。

(632)盤内 Ⓖ → Ⓡ

⑷ 二次フィルタ用逆洗弁(AV69-200)CS

を｢開｣にする。

(632) Ⓖ → Ⓡ

⑸ 混合器出口温度調節計(TIC69-18)

のモードをMANからAUTOにする。

(632)
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-109

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

⑹ 二次空気供給流量調節計(FIC69-07)

にて、二次空気流調弁(AV69-112)を

24％「開」にする。

(632) 

⑺ 一次空気供給流量調節計(FIC69-12)

にて、一次空気流調弁(AV69-110)を

「全開」にする。

(632) 

⑻ 還流ガス流量調節計(FIC69-13)

にて、還流ガス流調弁(AV69-37)を

操作し、50N㎥/hに流量調整後、

モードをAUTOにする。

(632) 

⑼ ステップ4で「閉」にした空気送風

機入口止弁を「開」にする。

(632)盤内

① A側の場合

a 空気送風機A入口止弁(AV69-106) 

スナップスイッチを「開」にす

る。

(632) Ⓖ → Ⓡ

② B側の場合

a 空気送風機B入口止弁(AV69-107) 

スナップスイッチを「開」にす

る。

(632) Ⓖ → Ⓡ

8  熱分解室圧力調節計(PIC69-13)にて 

MV値を25％前後にし、MANからAUTOで 

-1.2kPaになるように、排風機回転

制御計(RMC69-04)にて、調節する。

(632) 

9  操作選択キースイッチを「点検」から 

「手動」にする。 
(632)「点検中」  Ｗ 消灯 

「手動運転中」Ｗ 点灯 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-124

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

4 下記操作にて一次フィルタ差圧計発信 

器(dPX69-01)を復旧する。 

⑴ 一次フィルタ差圧計L側元弁(AV69-

660)及び一次フィルタ差圧計H側元

弁(AV69-661)を「開」にする。

(8691) 

パージセット流量 100Ncc/min 

⑵ 発信器の高圧側止弁及び低圧側止弁

を「開」にする。

(8691) 

⑶ 発信器の均圧弁を「閉」にする。 (8691) 

5 一次フィルタ差圧を確認する。 (632) 差圧記録計(dPRS69-1)

CH1 一次フィルタ

参考資料 

減圧弁圧力 

設定値 

(CV69-659) 

計装ラック内 

圧力指示値 

(PI69-60) 

0㎏/㎠ 1.85㎏/㎠ 

0.5㎏/㎠ 1.85㎏/㎠ 

1.0㎏/㎠ 1.83㎏/㎠ 

1.5㎏/㎠ 1.81㎏/㎠ 

2.0㎏/㎠ 1.81㎏/㎠ 

2.5㎏/㎠ 1.80㎏/㎠ 

3.0㎏/㎠ 1.70㎏/㎠ 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-126

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

① 二次フィルタ導管フラッシング

低圧側元弁(V69-656)を「開」に

し、約5分間フラッシングを行う。

(8691) 

フラッシング時、PI69-60の圧

力低下に注意し、パージ音にて

フラッシングができていること

を確認する。

② 二次フィルタ導管フラッシング

低圧側元弁(V69-656)を「閉」に

する。

(8691) 

⑷ 下記操作にて二次フィルタ高圧側

導管フラッシングをする。

① 二次フィルタ導管フラッシング

高圧側元弁(V69-657)を「開」に

し、約5分間フラッシングを行う。

(8691) 

フラッシング時、PI69-60の圧

力低下に注意し、パージ音にて

フラッシングができていること

を確認する。

② 二次フィルタ導管フラッシング

高圧側元弁(V69-657)を「閉」に

する。

(8691) 

⑸ 下記操作にてフラッシング終了操作

をする。

① 一次/二次フィルタ導管フラッシン

グ元弁(V69-658)を「閉」にする。

(8691) 

② 二次フィルタ導管フラッシング

低圧側元弁(V69-656)及び二次フィ

ルタ導管フラッシング高圧側元弁

(V69-657) を「開」にして圧抜きを

行う。

(8691) 

③ 一次/二次フィルタ導管フラッシン

グ減圧弁(CV69-659)の圧力0㎏/㎠を

確認する。

(8691) 

④ 二次フィルタ導管フラッシング

低圧側元弁(V69-656)及び二次フィ

ルタ導管フラッシング高圧側元弁

(V69-657)を「閉」にする。

(8691) 

⑹ 焼却処理室計装ラック(8691)内にて

IA(制御用空気)圧力(PI69-60)を確

認する。

(8691) 

(参考値) 1.85㎏/㎠ 
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新型転換炉原型炉ふげん 

規定番号：FQM711-55 

改訂番号：2 

69-127

ステップ 操 作 手 順 注 意 事 項 

4 下記操作にて二次フィルタ差圧計発信 

器(dPX69-02)を復旧する。 

⑴ 二次フィルタ差圧計L側元弁(AV69-

662)及び二次フィルタ差圧計H側元

弁(AV69-663)を「開」にする。

(8691) 

パージセット流量 100Ncc/min 

⑵ 発信器の高圧側止弁及び低圧側止弁

を「開」にする。

(8691) 

⑶ 発信器の均圧弁を「閉」にする。 (8691) 

5 二次フィルタ差圧を確認する。 (632) 差圧記録計(dPRS69-1)

CH2 二次フィルタ

参考資料 

減圧弁圧力 

設定値 

(CV69-659) 

計装ラック内 

圧力指示値 

(PI69-60) 

  0㎏/㎠ 1.85㎏/㎠ 

0.5㎏/㎠ 1.85㎏/㎠ 

1.0㎏/㎠ 1.83㎏/㎠ 

1.5㎏/㎠ 1.81㎏/㎠ 

2.0㎏/㎠ 1.81㎏/㎠ 

2.5㎏/㎠ 1.80㎏/㎠ 

3.0㎏/㎠ 1.70㎏/㎠ 
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